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令和４年６月 28日 

 

令和４年度独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構調達等合理化計画 

 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27年 5月 25 日総務大臣決

定）に基づき、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、事務・事業の特性を踏まえ、Ｐ

ＤＣＡサイクルにより、公正性・透明性を確保しつつ、自律的かつ継続的に調達等の合理化に取

り組むため、令和４年度独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構調達等合理化計画を以下

のとおり定める。 

 

１．調達の現状と要因の分析 

（１）当機構における令和３年度の契約状況は表１のとおりであり、契約件数は 1,151 件、契約

金額は 1,199 億円である。 

競争性のある契約は375件（構成比32.6％）、378億円（構成比31.5％）である。令和２年

度と比較して件数はほぼ横ばい、金額は減少している（件数は3.3％の増、金額は65.7％の

減）が、件数については、鉄道建設工事、貯蔵品等調達が減少した一方、役務（建設コンサ

ル）等が増加したことによるもの、金額については、新幹線の大型工事の発注の減少等によ

るものである。競争性のある契約の内訳は図１のとおりである。 

競争性のない随意契約は776件（構成比67.4％）、821億円（構成比68.5％）である。令和

２年度と比較して件数はほぼ横ばい、金額は減少している（件数は1.4％の増、金額は

13.6％の減）。件数については、新幹線工事に係る鉄道事業者への委託工事が減少した一

方、地域住民の足となる離島航路の共有船舶の建造等が増加したことによるもの、金額につ

いては、新幹線工事に係る鉄道事業者への委託工事等が減少したことによるものである。 

なお、令和２年度及び令和３年度における競争性のない随意契約の内訳は図２のとおりで

あるが、いずれもその性質上、競争性のない随意契約によらざるを得ないものである。 

 

表１ 令和３年度の調達全体像                （単位：件、億円） 

 
令和２年度 令和３年度 比較増△減 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

競争入札等 
（27.3％） 

 308 

（53.0％） 

 1,088 

（28.5％） 

 328 

（30.4％） 

 365 

  （6.5％） 

20 

（△66.5％） 

△723 

企画競争、公募 
（4.9％） 

 55 

（0.7％） 

 14 

（4.1％） 

 47 

（1.2％） 

 14 

（△14.5％） 

 △8 

（0％） 

 0 

競争性のある 

契約（小計） 

（32.2％） 

 363 

（53.7％） 

 1,103 

（32.6％） 

 375 

（31.5％） 

 378 

  （3.3％） 

 12 

（△65.7％） 

△725 

競争性のない 

随意契約 

（67.8％） 

 765 

（46.3％） 

 950 

（67.4％） 

 776 

（68.5％） 

 821 

（1.4％） 

 11 

（△13.6％） 

△129 

合 計 
（100％） 

 1,128 

（100％） 

 2,053 

（100％） 

 1,151 

（100％） 

 1,199 

（2.0％） 

 23 

（△41.6％） 

△854 

（注１）計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注２）比較増△減の（ ）書きは、令和３年度の対令和２年度伸率である。 

（注３）少額随意契約は含まない。 
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図１ 令和２年度及び令和３年度における競争性のある契約の内訳 

           【件数ベース】                   【金額ベース】 

 

（注１）計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注２）少額随意契約は含まない。 

 

 

 

 

図２ 令和２年度及び令和３年度における競争性のない随意契約の内訳 

 

           【件数ベース】                  【金額ベース】 

 

（注１）計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注２）少額随意契約は含まない。 

令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度
３６３件 ３７５件 １，１０３億円 ３７８億円

役務(建設コンサル)
72億円

役務(建設コンサル)
73億円

貯蔵品等調達　5億円 貯蔵品等調達　0.1億円

鉄道建設工事
1，004億円

鉄道建設工事
285億円

その他　201件

貯蔵品等調達　 1件

役務(建設コンサル)
151件

その他　177件

役務(建設コンサル)
137件

貯蔵品等調達　11件

鉄道建設工事　38件

その他　20億円その他　21億円

鉄道建設工事　22件

令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度
７６５件 ７７６件 ９５０億円 ８２１億円

リース等 6件

事務所等賃貸借等
475件

借地等 64件

共有船舶建造 11件

ＪＲ等委託 52件

事務所等賃貸借等
481件

国等委託 16件

借地等 48件

ＪＲ等委託 464億円

その他　100億円

共有船舶建造
288億円

ＪＲ等委託 563億円

共有船舶建造
267億円

その他　87億円その他 68件

リース等 16件

共有船舶建造 21件

ＪＲ等委託 42件

その他 65件

公共料金 34件

システム管理業務 22件

調査研究業務 18件

国等委託 18件

システム管理業務 22件

調査研究業務 22件

公共料金 40件
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（２）当機構における令和３年度の一者応札・応募の状況は、表２のとおりであり、契約件数は

134件（構成比35.7％）、契約金額は75億円（構成比19.8％）である。 

令和２年度と比較して、件数、金額とも減少している（件数は12.4％の減、金額は64.5％

の減）がこれは、新幹線の大型工事の発注が減少したことが大きな要因である。 

 

表２ 令和３年度の当機構の一者応札・応募状況                  （単位：件、億円） 

 令和２年度 令和３年度 比較増△減 

２者以上 
件数 210（57.9％） 241（64.3％） 31 （14.8％） 

金額 891（80.8％） 303（80.2％） △588（△66.0％） 

１者 
件数 153（42.1％） 134（35.7％） △19（△12.4％） 

金額 211（19.2％） 75（19.8％） △136（△64.5％） 

合 計 
件数 363 （100％） 375 （100％）   12 （△3.3％） 

金額 1,103 （100％） 378 （100％） △725（△65.7％） 

（注１）計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注２）合計欄は、競争契約（一般競争、指名競争、企画競争、公募）を行った計数である。 

（注３）比較増△減の（ ）書きは、令和３年度の対令和２年度伸率である。 

 

 

 

 

（参考） 令和３年度契約の件数及び金額の内訳 

 

         【件数ベース】                   【金額ベース】 

 

（注１）計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注２）少額随意契約は含まない。 

 

 

鉄道建設工事,

22件, 1.9%

JR等委託,

42件,3.6%

共有船舶建造, 

21件, 1.8%

役務, 151件, 
13.1%

物品等, 915件, 79.5%

合計 1,151件

鉄道建設工事, 

285億円, 23.8%

JR等委託

464億円
38.7%

共有船舶建造, 

267億円, 22.3%

役務, 

73億円,
6.1%

物品等,

110億円,
9.2%

合計 1,199億円
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２．重点的に取り組む分野（【 】は評価指標） 

上記１の現状分析等を含め総合的な検討を行った結果、下記の各分野について、それぞれの

状況に即した調達の改善及び事務処理の効率化に努めることとする。 

（１）鉄道建設工事に関する調達 

① 入札・契約手続の適正化、効率化【当該取組の実施状況（総合評価方式実施率※を含む）】 

鉄道建設工事に関する調達では、透明性・公正な競争を確保する観点から一般競争入札

を実施する一方で、低価格入札の増加に伴う公共工事の品質低下に関する懸念が顕著とな

る中、平成 17 年に施行された公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17 年法律第

18 号）の趣旨を踏まえ、公共工事の品質確保を促進するために総合評価方式の適用を拡大

してきた。 

令和４年度においては、一般競争入札による鉄道施設に係る建設工事については総合評

価方式を実施し、技術提案等の評価について、外部有識者を交えた総合評価審査委員会小

委員会において検証を行うことなどの取組みにより、引き続き中立かつ公正な調達に努め

つつ、公共工事の品質確保の促進を図る。 

 

（参考）令和３年度の当機構の鉄道建設工事の契約件数及び金額 

 （単位：件数、％、億円） 

令和３年度 

実績 

工事全体 

（割合は、下の合計に占める割合） 

うち総合評価 

（割合は、左の工事全体に占める割合） 

件数 金額 件数 金額 

 割合  割合  割合  割合 

鉄道施設 一般競争 18 78.3% 283.7(A) 99.40% 18 100.0% 283.7(B) 100.0% 

鉄道施設

以外 

一般競争 4 17.4% 1.6 0.56% 0 0% 0 0% 

随意契約 1 4.3% 0.1 0.04%     

計 5 21.7% 1.7 0.60%     

合 計 23 100.0% 285.4 100.0%     

（注１）計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注２）少額随意契約は含まない。 

    （注３）金額は当初契約金額である。  

※鉄道施設に係る一般競争入札の総合評価方式実施率（＝(B)／(A)） 

 

② 入札・契約手続の事務負担軽減【当該取組の実施状況】 

過年度より機構・事業者双方の入札・契約手続の負担軽減を図るための取組を進めてい

るところであり、今年度も以下の取組を継続する。 

・競争参加資格認定の本社一元化（申請窓口の一本化）。 

・一部の工事種類における技術提案数の削減 

・設計図書のＷＥＢ上ダウンロード化の実施 

③ 個別路線の取組み【当該取組の実施状況】 



5 

 

個別路線のコスト縮減については、路線の特性、工事の進捗状況を踏まえ、過去の縮減

事例を参考にしつつ、その時点で有効な方策に取組むよう努力する。 

   例えば以下の事例が考えられる。 

・建設発生土の搬出先の選定に際しては、既存・既定の発生土受入地のみならず、自治体

や周辺公共工事との連携等を図ることで、より条件のよい受入環境を求め、発生土処理

に係るコスト縮減に努める。 

・建設発生土の自工事内での有効活用や、盛土等への利用を積極的に進めることで、購入

土の削減を図りコスト縮減に努める。 

 

（２）ＥＣＩ方式（技術協力・施工タイプ）による工事発注【当該取組の実施状況】 

新幹線の建設工事では土木、建築、設備など複数分野の工事が輻輳するため、工事着手

後に設計の見直しが必要となることも多く、工事契約の変更が生じて手戻りが発生する場

合がある。このため、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17 年法律第 18 号）

第 18条に規定される技術提案の審査及び価格等の交渉による方式（ECI 方式）の技術協力・

施工タイプについて、令和 3年 10月より運用を開始した。 

現在、北海道新幹線の車両基地高架橋工事において、技術協力業務の発注手続き中であ

り、令和４年度には、当該工事に係る技術協力業務を契約のうえ、技術提案を踏まえた詳

細設計を進め、優先交渉者との工事価格等の交渉を経て当該工事の契約を締結していく予

定である。 

今後も「公示段階で仕様の確定が困難」かつ「最も優れた技術提案によらなければ工事

目的の達成が難しい」工事に対して本制度を積極的に活用し、工事の円滑な施工に取り組

む。 

 

（３）事業促進 PPPの制度活用【当該取組の実施状況】 

職員の負担を軽減するため、事業促進 PPP（Public Private Partnership）を令和 4年 1

月より施行している。本制度はこれまで職員のみで行ってきた事業マネジメント業務に民

間技術者を活用する制度である。従来の発注者支援業務では、発注者の支援（補助）にと

どまるため実施できなかったが、事業促進 PPP の導入により、事業計画の整理、測量調査

業務の調整、関係機関等との協議など、職員が実施している業務にも民間技術者の活用が

可能となる。 

事業量が拡大する北海道新幹線建設工事等で適用を検討中であり、施工環境の改善に取

り組む。 

 

（４）概算数量発注方式の制度導入【当該取組の実施状況】 

設計図書の省力化及び積算業務の簡素化により発注時期の前倒し及び平準化を図るため、

令和３年度より、北海道新幹線の一部工事において本制度を導入したところである。 

概算数量発注方式は、工事発注内容の一部において、詳細な図面等を省略し、標準的な

図面及び概数によることとし、契約締結後、速やかに詳細な図面、数量等を確定させ、契

約変更（設計変更）を行うものである。本方式を採用することで入札参加時における設計

図書の確認作業等に要する入札参加者の負担が軽減できる。令和 4 年度に契約予定の北海

道新幹線の明かり工事に適用する。 
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（５）各種業務システムに関するデジタル統括アドバイザー（旧ＣＩＯ補佐官）による検討・評

価【当該取組の実施状況】 

機構では、多数の業務システムの運用を行っているが、パッケージシステムの導入を中心

として、刷新の取組を進めている。現行システムの運用管理を行いながら、同時並行で刷新

のための検討・調査・開発業務を進める必要があることから、刷新を進めている業務システ

ムについては、現行システムの改修を必要最低限に抑えるなど、投入経費を可能な限り抑制

する必要がある。 

令和４年度は、業務システムの刷新にあたっては、新たなシステムによる運用・利用の効

率化を進めており、システム間のデータ連携強化により全体最適化に向けた準備を進める。

これらの調査検討・整備業務にあたっては、調達仕様書等の作成段階から、デジタル統括ア

ドバイザーによるアドバイス・評価を受けつつ遂行し、各業務システムの刷新後に機能の過

不足なく、かつ適正なコストで導入できるよう進めていく。 

 

（６）電子複写機等の本社一括調達【当該取組の実施状況】 

令和元年度より順次本社一括契約に移行を進めてきたところであるが、令和３年度の契約

をもって複写サービス及びプリントサービス提供業務契約の一括調達が完了したところであ

り、令和４年度においては全国を網羅する当該契約を継続することとする。 

なお、令和６年度からは現在複数に分かれている一括調達契約について、内容を見直した

上で、契約を一本化することとしている。 

また、プリント、コピー等について、モノクロ・両面印刷等の活用の推進を継続するとと

もに、働き方改革環境整備の一環としてのモバイル PC の活用促進、在宅勤務の促進及び電子

決裁の拡大（文書管理システムの刷新等）、会議・打合せ資料のペーパーレス化促進などを総

合的に実施していくことでプリント、コピー等に係る経費削減に努める。 

 

（７）その他継続的な取組み【当該取組の実施状況】 

   契約監視委員会等により、引き続き、競争性のない随意契約及び一者応札・応募となった

案件を中心に点検、見直しを行う。 

なお、一者応札・応募案件については、公告期間の拡大、入札参加資格要件の緩和のほか、

必要に応じて、資料の交付を受けたものの入札に参加しなかった者に参加しなかった理由の

ヒアリングを実施しており、令和４年度もさらなる入札参加資格要件の見直し等を検討する

など、引き続き一層の競争性の確保に努める。 

 

 

３．調達に関するガバナンスの徹底（【 】は評価指標） 

（１）随意契約に関する内部統制の取組み【当該取組の実施状況】 

   競争性のない随意契約の新規案件については、引き続き、契約事務規程等に基づき適切に

事務を行うとともに、契約監視委員会において、随意契約事由及び契約価格の妥当性につい

て事後に点検を受けることとする。 

 

（２）不祥事の発生の未然防止・再発防止のための取組み【当該取組の実施状況】 

北陸新幹線の融雪・消雪基地機械設備工事の入札における情報漏えい事案等の反省に立ち、

調査報告書（平成 26 年 9 月 26 日機構公表）にある再発防止対策の内容に沿って、入札談合
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等関与行為等の再発防止に取り組む。 

具体的には、以下の講じた再発防止対策の運用状況についてのフォローアップを継続し、

運用状況を踏まえた見直しを行うことで、引き続き入札談合等関与行為等の再発防止に徹底

的に取り組む。 

・ 入札手続きに関する研修の充実 

・ 入札・契約監視機能の強化 

・ 入札契約手続きの見直し 

・ 情報管理の徹底 

 

 

４．自己評価の実施 

調達等合理化計画の自己評価については、各事業年度に係る業務の実績等に関する評価の一

環として、年度終了後に実施し、自己評価結果を主務大臣に報告し、主務大臣の評価を受ける。 

主務大臣による評価結果を踏まえ、その後の調達等合理化計画の改定・策定等に反映させる

ものとする。 

 

 

５．推進体制 

（１）推進体制 

本計画に定める各事項を着実に実施するため、理事（経理・資金担当）を委員長とする入

札・契約制度検討委員会により調達等合理化に取り組むこととする。 

委員長 理事（経理・資金担当） 

委員 理事（経営企画・総務担当）、理事（建設計画担当）、理事（国鉄清算事業担当）、監

査・事業監理統括役、経営自立推進統括役、審議役(鉄道建設事務担当)、経営企画

部長、総務部長、経理資金部長、建設企画部長、経営自立推進・財務部長 

なお、委員会は上記に掲げる者のほか、必要があるときは臨時に委員を置くことができる

こととする。 

 

（２）契約監視委員会の活用 

監事及び外部有識者によって構成する契約監視委員会は、当計画の策定及び自己評価の際

の点検を行うとともに、これに関連して、理事長が定める基準（競争性のない随意契約、一

者応札・応募の契約、一定の関係を有する法人との契約及び公益法人に対する支出）に該当

する個々の契約案件の事後点検を行い、その審議概要を公表する。 

 

 

６．その他 

調達等合理化計画及び自己評価結果等については、当機構のホームページにて公表するもの

とする。なお、計画の進捗状況を踏まえ、新たな取組の追加等があった場合には、調達等合理

化計画の改定を行うものとする。 


